
○ 地域交通は「地方創生の基盤」とされる一方、サービス提供主体である交通事業者は小規模な事業者が大宗を占め投資
余力に乏しく、人口減少等による利用者の減少に加え、運転者等の担い手の圧倒的な不足により危機的な状況にある。

○ また、規制緩和以降、各地域における司令塔役を担うことが期待されている市町村は、地域交通にかかる予算確保のほ
か、ノウハウやマンパワー不足など体制面において課題を抱え、深刻化する地域交通の現状に対し、十分な対応が困難な
状況にある。

○ こうした現状の下、国土交通省においては、昨年７月に「交通空白」解消本部（本部⾧:国土交通大臣）を設置し、全
国各地の「交通空白」解消に向けた取組を進めており、本年５月には、令和７年度から９年度を「交通空白解消・集中対
策期間」とした上で、同期間における「取組方針２０２５」が定められたところである。

○ 今後、同取組方針に基づいて「交通空白」解消の取組を進めていくに当たって、単独の交通事業者、特定の産業、単独
の自治体を前提とする従来の対応のみならず、より実効性・持続可能性の高い取組を実施していくことが求められること
から、新たな制度的枠組みの構築も視野に、以下のテーマについて検討を行う。

⑴ 事業者や自治体の更なる連携・協働の推進
⑵ 地域における機動的・効率的な地域公共交通計画の立案・実施推進
⑶ 地域住民に加えインバウンド等の来訪者の需要増加を踏まえた相乗効果の発揮

○第１回（令和７年６月２７日）
・地域公共交通の現状
・今般の検討事項・論点
・関係者ヒアリング（①広島市②八戸市）

・委員９名
・臨時委員10名
・オブザーバー７名

○第２回（令和７年８月２５日）
・制度的枠組みのポイントとその論点
・関係者ヒアリング（①⾧野県②つくば市
③JR東日本④日野自動車）

○第３回（令和７年９月２９日）
・関係者ヒアリング（①ハピラインふくい②
両備ホールディングス③ネクスト・モビリ
ティ④全国自治体ライドシェア連絡協議会）

・中間とりまとめ（素案）について

○第４回（令和７年１２月１６日）
・最終とりまとめ（案）について

最終とりまとめ公表
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